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問現代美術館☎ 0176-20-1127　
メール info@towadaartcenter.com　

❖お知らせの表記
…申込先

問…問い合わせ先
「申し込み方法（★）」…申請書や申
込書などは、担当課に備え付けまた
は市ホームページからダウンロード
できます。
※費用の記載がないものは無料です。

乱丁・落丁がある場合はお取り換えし
ますので、ご連絡ください。

❖十和田市役所の住所
〒 034-8615　
十和田市西十二番町6番１号

※土・日曜日、休日は閉庁

お知らせ

❖市ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/

QRコードはこちら▶
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

❖十和田市役所の電話番号
（代表）0176-23-5111

令和８年十和田市消防出初式

とき・ところ　１月18日㈰　
▶午前９時～　市長巡閲、分列行
進ほか（官庁街通り）　▶午前 10
時～　式典（市民文化センター）
※午前８時から 10時まで官庁街
通りが通行止めになります。また、
午前８時に消防本部のサイレンが
鳴りますので、火事と間違えない
ようご注意ください。
問十和田消防本部警防課
☎ 0176-25-4111

暮 ら し

償却資産の申告を受け付けします

　市内で事業（農業を含む）を営
む個人および法人は、事業に使用
している資産を償却資産として申
告する必要があります。適正な固
定資産税の算定のため、忘れずに
申告してください。
申告期間　１月５日㈪～２月２日㈪

問税務課☎ 0176-51-6769

交通遺児援護金を支給します

　交通事故によって父や母を失っ
た交通遺児の保護者に援護金を支
給します。
対象　令和８年１月１日時点で、
義務教育終了前であって、市内に
住所を有する交通遺児の保護者
援護金　15,000 円
申請期間　１月５日㈪～ 30 日㈮
※詳しくはお問い合わせください。

問こども支援課☎ 0176-51-6716

問生活福祉課☎ 0176-51-6718

家畜などを飼育している人は
定期報告が必要です

　家畜などを飼っている人は、家
畜伝染病予防法により、年１回飼
育状況などを報告することが義務
付けられています。令和８年２月
１日現在の飼育状況を報告してく
ださい。
対象　牛、水牛、鹿、馬、綿羊、
ヤギ、豚、イノシシ、鶏、アヒル、
ウズラ、キジ、エミュー、ダチョ
ウ、ほろほろ鳥、七面鳥
※愛玩用（ペット）、１頭（１羽）
の飼育でも報告が必要です。
提出方法　持参、郵送、FAX のい
ずれか、または農林水産省共通申
請サービス（eMAFF）により提出
提出期限　２月 13 日㈮
※報告書の様式は、中央家畜保健
衛生所（中央家保）または農林畜
産課に備え付けてあるほか、中央
家保ホームページからもダウン
ロードできます。

問農林畜産課☎ 0176-51-6745
FAX　0176-22-9399
中央家畜保健衛生所
☎ 0176-23-6235　FAX　0176-23-3044

▲中央家保ホームページ ▲ eMAFF

繰下げ受給をすることで年金を
増額することができます

　老齢基礎年金と老齢厚生年金
は、65 歳で受け取らずに、66 歳
から 75 歳までの間で繰り下げて
受け取ることができ、繰り下げた
期間に応じて年金額が増額されま
す。老齢基礎年金と老齢厚生年金
を別々に繰り下げすることもでき
ます。
　繰り下げた場合の増額率（受給
率）や繰り下げの手続きについて
は、65 歳の年金請求手続きの前
にご相談ください。
問国保年金課☎ 0176-51-6753
八戸年金事務所☎ 0178-44-1742

詳しくは日本年金機構ホーム
ページをご覧ください▶

■申請方法
▶�生活福祉課に備え付け、または市
ホームページからダウンロードし
た申請書に必要事項を記入の上、
申請してください。
▶�本人の申請が難しい場合は、家族
などによる代理申請もできます。

避難行動要支援者名簿に登録しましょう

▶�満70歳以上の１人暮らしの人、
または満70歳以上の人で構成さ
れた世帯の人
▶介護保険の要介護認定３以上の人
▶身体障害者手帳等級１・２級の人������
　（心臓・腎臓の障がいのみの人を除く）
▶愛護手帳Ａ判定の人
▶精神障害者保健福祉手帳等級１
　級の人
▶その他支援を必要とする人
����（難病を有する人など）

■名簿の登録対象者

�市ホームページは
こちらから▶

■避難行動要支援者名簿とは
　災害時に自力で避難することが難
しく、支援を必要とする人をあらか
じめ登録し、災害発生に備えた避難
支援の体制づくり、災害時の安否確
認などに活用します。


